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蕾
岡
山
藩
の
井
田
法黒

正

巖

一

緒

官

私
は
嘗
て
岡
山
藩
の
開
墾
策

に
就
い
て
概
説
し
た
際

に
新
田
地
の
分
配
法
#
に
租
税
法
乏
し
て
井
田
の
こ
ε

を
記
し
た
。
池
田
光
政
が
井
田
法
を
試
む
る
に
至

っ
た

理
由
は
記
録
に
明
確
に
は
載

っ
て
居
な

い
。
併
し
彼
は

古

へ
聖
賢
の
言
行
を
慕
ひ
如
何
に
も
し
て
之
を
實
現
し

賦
會
あ

缺
陥
を
匡
正
し
よ
う
ε
努
力
し
陀
こ
ε
は
藪
に

云
ふ
迄
も
な

い
。
井
田
法
も
そ
の

=
策
ε
し
て
深
く
彼

の
心
を
動
か
し
て
居
た
も
の
こ
見
え
て
、
貞
享
四
年
に

成

つ
陀
彼
の
後
薬
園
の
内

に
も
井
田
の
模
型
を
造

つ
だ

そ
れ
は
今
日
も
残

っ
て
居

る
。
彼
の
下
に
仕

へ
て
居
た

熊
澤
蕃
山
は
理
窯
家
で
あ
り
保
守
主
義
者
で
め
っ
た
に

反
し
、
當
時
光
政
の
手
足
の
如
く
働
き
裡
濟
的
手
腕
を

揮
ら
廻
は
し
た
津
田
永
忠
は
進
取
的
で
あ
り
實
行
家
で

あ

っ
た
。
從

て
暮
山

ε
永
忠
ε
の
意
見
は
こ
ご
毎
に
相

違
し
て
居
た
が
、
光
政
は
よ
く
こ
の
二
者
を
調
和
適
合

し
て
政
治
を
行

っ
た
。
而
て
蕃
山
は
開
墾
政
策
に
は
固

.

よ
b
井
田
注

に
も
反
射
し
て
居
た
。
彼
は
集
義
外
書
に
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唖

雑

録

醤
岡
山
藩
の
井
田
法

衣

の
如

く
論

じ
て
居

る
。

「
.心
友
日

、
聖

人
起

り
給
は

N
井

出
復
す

べ
き
ゃ
、
云

聖

人
起

り
給

は

》
大
道
復

す

べ
き

の
み
、
井

田
な
ざ

の

事
は
聖
人
其

一
時

の
利
に

よ

っ
て
制

し
給

へ
り
、

こ

れ

そ

の
跡
な

り
、
古

へ
ε
今

ε
時
勢
大

に
異

ぴ
古
注

の
今

に
行
ふ

べ
か
ら

ざ

る
こ
ピ
多

し
、
井

田
其

一
也
。
殊

に

日
本

の
地

形
に
相
癒

せ
す

、
よ
く
學

ぶ
者

は
聖
人

の
意

を
敢

て
あ

ご

に
よ
ら
す

、
聖
人

の
意

は
仁
政
な
b
、

仁

.政

は

い
つ
れ

の
國

に
も
行

べ
か
ら

ざ

る
所
な

し
、
今

の

時

、
所

、
位

に
よ

っ
て
仁
政

を
行

は

ゴ
大
道

の
復

せ

る

な

る

べ
し
。

問
、
日
本

の
地
形
、
井

田

に
た

よ
る
こ

ご

な
ら
す

ε
の
だ
ま

へ
、ε
も

、

算
用

つ
め
に
す

る
聴

は

な

ら
ざ

る
地

な

し
ご

い

へ
り
、
も

ろ
こ
し
に
て
も
地

の

高

下
廣

挾
不
同

な
る
所

に
て
は
算

用

つ
め
の
井

田
あ

り

こ

い
へ
り
、

い
か
ゴ
、
云
、
民
の
田
地

を
奪

ひ
て
共

地

冠
せ

ん
は
井

田
の
實

を
失

へ
る
な
b

、
文
民

に
井

田

の

十

「
を

こ
ら
ば
武
⊥
⊥
飢

へ
て
翻
迸

出
來
す

べ
b
、

い
ま

だ
民

の
手

に
わ

π
ら

ざ
る
新

地

に
し
て
井

田
を

せ
ん

は

聖

代

の
法
を
う

っ
し
て
見

る
な
り
、

し

か
ら

ば
な
ほ

算

用

つ
め
は
詮
な

し
、

正
し
き
井
田
を
な
す

べ
き
な
り

、

.

第
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四
)
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一
入

も

ろ

こ
し
に

て
も
先
正

し
き
共
地

を
な
し
地
形

の
井

田

に
な
ら

ざ
る
時

は
貢

法
あ
り
、
貢
法
は
井
田

の
形

を
す

て

」
實

を

ε
る
も

の
な
b

、井

田
の
實
は
十

一
な
り
、
故

に
井

田

の
な

し
か
だ
き
地

形

に
て
は
た

ゴ
十

一
を
ξ

る

の
み
、
先

井

田
あ

り
、其

か
た
は
ら
共
地

に
な
り

か
た
き
.

礁

、
貢

注

ざ
二
に
す

る
も

た
よ
り
な
ら

さ
る

こ
ε
あ

b

て
算
用

つ
め
に
し
セ

る
も

あ
り

ε
見

え
た
り

、

い
ま

だ

井

田

の
正
し

き
地

形

、
ひ

ε
所

も
な

き
に
算
用

つ
め

の
.

の

井
田
を
せ
ん
よ
り
は
實
を

ε
b
て
貢
法
を
な
す

べ
し
。」

か
く
の
如
く
我
國
に
於
て
は
地
形
上
の
關
係
ε
士
農

分
裂
せ
る
よ
り
農
兵
制
度
ε
な
ら
な

い
以
上
は
、
井
田

を
行

ふ
こ
ε
は
不
可
能
で
あ
る
こ
ε
を
述

べ
π
。
而
て

蕃
山
の
著
書
、
大
學
或
問
や
集
義
和
外
書
の
論
法
は

一

々
反
封
説
を
提
出
し
て
之
に
駁
論
を
加

へ
る
`
い
ふ
風

で
あ
る
が
、
そ
の
反
射
説
の
多
く
は
来
患
の
意
見

で
あ

る
。
從
て
井
田
注
を
唱
道
し
た
の
も
或

は
水
患
で
あ

っ

て
之
に
光
政
が

一6
を
動
か
し
た
の
か
も
知
れ
阻
。
之
は

ご
も
角

ご
し
て
試
験
的
に
も
し
ろ
、
可
な
b
大
規
模
に

井
田
法
を
實
際
に
行

っ
た
所
を
見
れ
ば
軍
な
る
王
侯
の
・

遊
戯

で
は
な
く
、
何
等
か
偉
大
の
意
圖

を
有
し
て
居
た
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も
の
ご
い
ふ
こ
ε
が
出
來
よ
う
。
私
の
寡
聞
を
以
て
す

れ
ば
、
常
時
か
く
の
如
き
制
度
を
試
み
た
所
は
岡
山
藩

を
除

い
て
は
他
に
無

い
よ
う
で
あ
危
か
ら
、
左

に
少

し

く
そ
の
概
略
を
記
し
て
見
よ
う
。

=

井
田
實
施

の
由
来

イ

上
井
田
、

池
田
光
政
は
轄
封
以
来
大
に

開
墾
を
奨
顕
し
官
民
力
を
協
は
せ
て
之
が
纒
轡
に
従
事

し

た
。

津
田
永
患
は
寛
文

三
年
十
二
月
和
熟
郡
友
延

村
ε
上
進
郡
金
岡
村
ε
の
海
擯
斥
粛
の
地
を
開
拓
す

る

お

の
計
叢
を
樹

て
之
を
江
戸

に
在
る
光
政

に
報
じ
た
。
光

政
は
已

に
明
暦
三
年
六
月
、
序
で
を
以
て
こ
の
友
延
新

ゆ

田
を
ぱ
巡
狩
し
て
居
た
の
で
直
ち
に
之
を
裁
可
し
た
。

土
工
は
間
も
な
く
竣
工
し
四
年
に
は
稻
作
を
試
み
る
こ

ご
が
出
家
た
。
其
の
機
数
年
間
は
之
に
就

い
て
の
記
録

が
な
い
か
ら
如
何
に
し
て
新
田
を
分
配
し
租
税
を
徴
牧

し
た
か
は
不
明
で
あ
る
が
.
當
塒
の

一
般
新
田
ε
同
じ

く
普
通
の
鍬
下
制
に
よ
り
そ
の
地

の
百
姓

に
耕
作
せ
し

め
た
も
の
で
あ
ら
う
。
寛
文
入
年
秋
初
め
て
物
成
四
十

八
石
を
収
め
た
け
れ
こ
も
、「
樋
の
跡
先
を
掘
り
抽
遊
等

仕
る
短
め
に
右
の
米
被
下
度
旨
」
を
郡
代
よ
b
上
申
し

雑

録

魯
岡
山
藩
の
.井
田
法

の
　

π
の
で
下
附

せ
.ら
れ
、
翌
年
も
物
成
五
十
四
石
五
斗
飴

を
そ
の
地
に
残
し
ヵ
い
て
竪
堤
腹
付
等
の
日
用
米

に
充

の

も

う

で

へ

も

や

ロ

ヤ

モ

も

用
す
る
こ
ε
を
許
さ
れ
た
。
寛
文
十
年
十
二
月
に
光
政

ゆ

お

も

も

や

も

も

も

も

も
キ

ド

も

ヘ

ヤ

ヤ

ヤ

セ

へ

も

も

は
永
忠

に
濁
し
、
こ
の
新
田
地

の
溝
油
を
設
け
共
地
を

で

ヘ

へ

も

ヘ

マ

も

ら

も

あ

ヘ

ヤ

へ

　

ヘ

ヤ

あ

へ

ば
り

劃
定
し
て
井
田
動
注
を
試
み
る
よ
う
に
命
じ
た
。
翌
十

一
年

一
月

(西
紀

二
八
と

一
年
)
起
工
し
年
内
に
竣
工

し
た
の
で
來
る

べ
き
夏
に
は
根
付
を
な
し
う
る
よ
う
に

置
土
を
な
さ
し
め
、
小
林
孫
七
な
る
者
を
し
て
井
田
の

こ
ξ
を
司
ら
し
め
る
こ
ε
〉
し
た
。
之
れ
が
所
謂
上
井

田
で
あ
る
。
土
井
上
井
ε
い
ふ
は
そ
の
地
位
の
上
下

に

よ
っ
て
名

づ
け
た
も
の
で

あ
る
、
叉
光
歌
が

こ
の
新
田

に
井
田
を
實
施
し
た
の
は
前
述
の

「
新
地
に
聖
代
の
没

を
う

っ
し
て
見
る
」

ご
い
ふ
蕃
山
の
読

に
基
く
も
の
で

あ
ら
う
、
光
政
は
井
田
法
に
多
大
の
興
味
を
感
じ
且

つ

堅
を
嘱
し
て
居
た
の
で
あ
ら
う
が
、
其

の
成
績
好
ま
し

か
ら
す
種
々
の
支
障
を
生
じ
た
の
で
終

に
延
賢
三
年
九

月
に
至
り
普
通
の
年
貢
地
ε
し
て
し
ま

つ
だ
。

口

下
井
田
、

光
政
の
隠
退
後
そ
の
子
綱
政

は
父
君
の
志
を
細

い
で
貞
享
元
年

よ
り
新
に
上
井
田
の

下
手
に
海
濱
を
開
墾

し
元
藤

の
初
め
に
至
っ
て
完
成
し

第
†
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五
號

一
六
五
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錐

錐

葱
岡
山
藩
の
井
田
注

た
・
之
齢

ち
弄

田
で
あ
㌔

下
輩

は
次
に
述
≦

る
や
う

に
上
井
田
よ
b
も
更
に
種

π
の
不
都
合
な
る
事

情
あ
り
て
之
れ
亦
長
く
支
持
す
る
こ
ε
が
出
来
す
、
賢

永
七
年
検
地
を
行
ひ
、
閑
谷
単
核
領
こ
な
し
普
通
の
租

法
を
適
用
し
そ
の
物
成
を
ば
學
校
の
費
用

に
充
當
す

るの

こ
ざ
、
ε
な
り
藪
に
井
田
法
は
全
く
塵
止
せ
ら
れ
た
。
ユ

重

井
田
の
形
態

上
井
は
総
面
積
が
九
.町
名
畝
に
し
て

一
井

は

一
町
十カ

五
歩
、

長

さ
百
聞

三
尺
、
横
三
十
問

の
長

方
形
で

あ

る
⊥

各
井

の
聞

に
は
溝
血
や
境

野
手

が
あ

る
の
で
各
井

の
實

面
積

は
同

一
で
は
な

い
。

殊

に
中
央

の
公

田
に
は
可

な

転

廣

い
庫
舎

が
作
ら

れ
、
.藪

で
牧
穫

の
作
業

な
。ざ
を

行

ひ
う

る
よ
う
な
仕
組

ε
な

っ
て
居

た
。
今

、
閑
春

里

校
.

職

員
た

り
し
有
吉
彌

一
膚
衛
門

の
私

記

に
よ
れ
ば
答

弁

の

面
積

は
次

の
如

く
で
あ

る
。

]
、
北
大
町
一剛
長
九
十
四
間
一二尺
二
寸
、
幅
{八口昏山ハ』U

一、-
北
画
へ
疸
東
西
の
大
町
前
三
百
六
間
二
尺
四
寸
、
幅
六
尺
六
寸

て

同
小
町
前
二
筋
三
百
四
間
五
尺
四
寸
宛
、
幅
三
尺

一
、
同
断
大
筋
九
十
一
間
閥
尺
宛

腰
回
漸
.

て

境
水
二
筋
長
九
十
二
間
二
尺
宛

幅

一
尺
二
寸
宛

=

同
二
筋
長
三
百
五
間
一尺
八
寸
宛

幅
二
尺
宛

第
十
間門
巻

(
第
}i
號

「
山ハ
占ハ
)

九
二
〇

[
、
非
水

二
筋

右
同
断

幅

一
尺

二
寸
宛

一
、

一
井

一
井

〆
境

野
手

偏

二
尺
宛

・

上
非
ノ
総
畝
数

一
ノ
町

[
町

一
畝
二
十
歩

ニ
ノ
町

一
町

一
畝
二
十
歩

三

ノ
町

一
町
O
二
十
五
歩

四

ノ
町

一
町

】
畝
二
十
歩
.

五

ノ
町

一
町
〇
二
十
五
歩

六
ノ
町

一
町

【
畝
Q

七
ノ
町

】
町

O
二
+
歩

入
ノ
町

【
町

一
畝

「
〇

九

ノ
町
即
ち
公
田
、
九
段

入
畝

二
+
歩

更

に

井

田

村

の

農

民

間

に

傳

は

つ

て
居

る

ζ

帯

せ

ら

る

＼
古

記

録

に

は

井

田

の

圖

面

が

あ

る

、

之

は

井

田

注

腰

止

役

の

も

の

ε

見

へ
て

身

代

冤

が

定

め

て

め

る

。

参

考

の

薦

め
之

を

爲

レ
て

見

よ

う

。

1高

一
五
二
斗
冤
四

2
.

3

高

一
石
発
四
高

一
石
冤
四

高8

石

耳

語

盆1馨
高…菟
一

四石
4高

一
石
免
囚

ア

　

ら

高

一
石

　
斗
苑
四
高

一
石
冤
四
高

一
万
死
四

10)

1エ)

12)

井田開墾起因取調書
有吉氏手書臥 井田開墾起因取調書
同 嶋

F

■



■

'

次

に
下
井

は
総

面
積

九
町
三
段
十

八
歩

、

一
井

の

畝
敷

一
町
三
献

十
二
歩

に
し
て
五
十
.五
問

四
尺

二
寸

の

正
方
形

で
あ

る
。
公

田
に
あ

る
盧

舎
は
坪
藪

三
献

二
十

五
歩

ξ
い
ふ
鯨
程
大

き
な
も

の
で
あ

る
。
有
吉
氏

は

次

の
如

く
記
し

て
居

る
。

一
、
大
町
前
長
百
七
十
三
間
五
尺
四
寸
宛
、
幅
七
尺
二
寸
宛

咽

一
.・境
永
百
七
十
一
間
三
尺

東
西
ノ
境
水
幅
三
尺
、
北
二
尺
五
寸
、
南
三
尺
五
寸

[
、
非
水
右
回
噺

幅
一
尺
二
寸
宛

上
井

田

の
地
味

は
各
井
五
八
人
な

る
差

等

が
な

か

っ
だ

㌧
め
か
租
注
改

正
後

に
於

て
も
皆

冤
四

ツ
で
あ

る
が
、

下
井

の
地
味

は
歴

々
で
あ

っ
π
こ

ε
は
賢
永
七
年

の
槍

の

地

帳

に

よ

っ

て

明

か

で

あ

る

。
、
剛
「ち

同

年

徳

取

の

法

を

磨

し

普

通

の

租

法

を

行

ふ

に
際

し

て

は

次

の

如

く

田

地

の

等

級

が

匿

捌

せ

ら

れ

.だ

。

一.ノ
町

中
田
、

ニ
ノ
町
七
ノ
町
人
ノ
町
九
ノ
町

下
田

六

ノ
町

下

々
田
、

三
ノ
町
四

ノ
町
五
ノ
町

印

下

々
田

計

九
町
三
段
十
八
歩

西

中
、

一
町
三
献
+
二
歩

一
石
二
斗
代

高
十
二
右
四
斗
八
合

下
、
四
町

]
段
三
献
十
八
歩

一
万
代

高
四
十

一
石
三
斗
六
升

下

々
・

一
町
二
畝

†
二
歩

八
斗
代

高
八
百
二
斗
七
升

二
合

幽

碓
.
録

奮
岡
山
藩
の
井
田
法

印
下
々
二
二
町

一段
大
歩

六
斗
代

壷

大

石
六
斗
一
升
二
合

霜圓ム胴
八
十
石
占ハ斗
五
升
一
一ム羽

先
一一ッ
占ハ惟
一

、

物
成
二
十
石
九
斗
七
升

看
者
槻
地
相
濟
候
所
反
歩
見
分
之
上
斗
代
免
相
極
候
以
上

麗
永
七
年
賀
七
月
二
日

永
野
小
右
篇
門

右

に
出
て
見

れ
ば
井

田
法
實
施

の
當
時

に
於

て
は
地

味
悪

し
く
牧
穫
少

き
も

の
ε
難

も
同
様

に
公

田
を
共
耕

す

る
を
以
て
實

質

上
質
婚

に
輕

重

の
差
が
あ

っ
た
鐸
で

あ
る
。

こ
の

一
事
.に
由

て
見

る
も
井
田
注
を
適

正

に
實

行
ず

る

に
は
色

々
の
前
提

條
件

を
必
要

ど
す

る
こ
ご
が

分

る
。
井
田
法

は
今
日

に
於
て
は
公
正
な

る
分
配
法

ε

し
て
は
到
底
實
際

上
の
重
要
を
有
す

る
こ
ε
は
出
來
な

い
で
あ
ら
う
。

伺

ほ
井

田
耕
作

盾
を
決
定
す

る
に
は
如

何
な

る
方

法

に
由

つ
セ

か
に
就

い
て
は
記
録

の
徴
す

べ
き
も
の
が
な

い
け
れ

ご
も

、
鯨
程
厳
密

に
人

選
し
た

こ
ε
は
、
麺

賢

元
年
二
月

二
十
⊥
八
日

の
留

帳
#

に
津

田
重

二
郎
手

詑

に

次

の
如

き
記
事

が
あ
る
に
よ

っ
て
察

せ
ら

れ

る
。

「
先
走
井

田
入
百
姓

二
横

山
半
助
及

袖
無
郡

難

田
村

庄
屋
市
郎

右
衛

門
伜

入
中

庭
旨
津

田
重
二
郎

ヨ
リ
譜

　

願

二
及
ビ

シ
カ
バ
本

星

戸

.
・
許
可

ノ
命

。
リ

。

第

十
四
巻

(第
五
號

一
六
七
)

九
二

一

13);有 吉 氏=千 言巴に よ う

■



、

雑

録

奮
岡
山
藩
の
井
田
法

巳
日
池

田
大
星
'
ヨ
リ
津
田
重
二
】郎

一二
達
ス
」

之
に
出
て
見
れ
ば
入
百
姓
に
っ
き
態
々
江
戸

に
在

る

藩
主
の
裁
可
を
仰
い
だ
こ
ε
が
分
る
。
如
何
に
眞
創
に

な
っ
て
井
田
法
を
行

っ
て
見
だ
か
を
推
察
す
る
こ
ε
が

出
来
よ
う
。

四

餓

論

井
田
新
田
開
拓
の
後
、
倉
田
、
幸
島
、
沖
等

の
大
新

周
の
開
墾

が
行
は
れ
た
が
再
び
井
田
法
は
實
施

せ
ら
れ

な
か
っ
た
。
惟

ふ
に
井
田
法
が
友
延
新
田
に
於
て
成
功

し
て
居

た
な
ら
ば
或
は
右
の
三
大
新
田
に
も

こ
の
法
が

適
用

さ
れ
π
か
も
知
れ
諏
。
乍
併
蕃
山
の
説

い
た
よ
う

に
井
田
法
は
終
に
不
成
功
に
終

っ
た
。
井
田
の
物
成
は

殆
ご
藩
庫
に
納
め
ら
れ
た
こ
ご
は
な
く
井
田
自
身
の
維

持
の
爲

め
に
費

さ
れ
て
し
ま

っ
た
。
そ
れ
に
藩

の
財
政

は
年
々
膨
脹
し
て
來
る
の
で
開
墾
地
は
之
を
夫
役
銀
を

納
む
る
者

に
彿
下
げ
、
鍬
下
の
制
も
他
藩

に
比
し
却
て

重

い
ご
い
ふ
状
態

に
な
り
、
古
地

の
耕
牢
者

の
負
播
も

増
加
し
た
。
藩
校
の
碩
儒
武
元
立
卒
等
も

「蕃
山
ご
同
じ

く
塩
海
墾
田
の
策
に
反
謝
し
井
田
法
の
實
行
不
可
能
な

の

る
を
説
き
他

の
政
策
を
提
唱
す

る
に
至

っ
た
。
ユ
か
く

し

編
十
四
巻

(第
五
號

一
六
八
)

九

二
二

て
折

角

の
井

田
法
も
何
等

の
敷
果
を

牧
む

る
こ
ε
が
出

來
す

、
後
世

の
人
を

し
て
軍

な

る
遊

戯

で
は

な
か

っ
た

か
ε
さ

へ
疑

は
し
む

る
に
至
り

、
今

日
で
は
僅

か

に

一

地
名

ご
し
て
井
田
新
田

の
名

を
止

む

る
に
す

ぎ

謁
。

〔大
正
】
一
、四
』

O
)

14)引 蜀農 繁 、 日本 絶匡濟 叢 書 第 二 〇+&P582


